
様式第９号 

低入札価格調査対象業務委託における特約条項 

 

（契約の保証に係る特約） 

第１条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければ

ならない。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証

券を発注者に寄託しなければならない。 

(1) 契約保証金の納付 

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と

認める金融機関（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和29年法律第

195号）第３条に規定する金融機関（銀行を除く。）をいう。）又は保証事業会社（公共工

事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項に規定する保証事

業会社をいう。）の保証 

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（以下「保証の額」という。）

は、請負代金額の10分の１以上としなければならない。 

３ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保

証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる

保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 

４ 請負代金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の請負代金額の10分の１に達するま

で、発注者は保証の額の増額を請求することができ、又は、受注者は保証の額の減額を請求す

ることができる。 

 

第２条 発注者が発注した建設工事関連業務委託のうちに、受注者が過去１年以内に調査基準価

格に満たない額をもって契約した業務があるときは、前条の規定にかかわらず、保証の額を請

負代金額の10分の３以上としなければならない。 

２ 前項の場合において請負代金額の変更があったときは、保証の額が変更後の請負代金額の10

分の３に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、又は、受注者は保証の

額の減額を請求することができる。 

 

（業務費用実績報告に係る特約） 

第３条 受注者は、業務が完了したときは、業務費用実績に係る報告書を作成し、発注者の指定

する期日までに提出しなければならない。 

 


